
佐賀オスプレイ基地建設に反対する非暴力直接行動について 
豊島 耕一 TOYOSHIMA Koichi（元佐賀大学・理工） 

１「直接行動」の一般のネガティブ・イメージ（市民運動圏も含む） 
 短絡的、自己満足的、暴力的、極左的、逮捕、長期の勾留、違法行為 
２　必要性、種類と、民主主義制度と市民運動の中での位置付け 
 ジーン・シャープの“非暴力行動198の方法” のうちの36が該当 1

 民主主義制度の下でも「独裁」は容易に起こりうる。復元の手段として不可欠 
３　日本での歴史 
 江戸時代を通じて3,200件の百姓一揆 、現代でも60-70年代にはよく見られた。一揆の研2

究者が絶滅？「日本人はおとなしい」という言説は文化的記憶喪失か？ 
４　理論・文献 
 上記シャープの本では『市民力による防衛』、予稿脚注にも挙げたM.ランドル およびアン3

ジー・ゼルターの著作  4

 ジーン・シャープ「独裁体制から民主主義へ」、2012年1

 古川清行「スーパー日本史」，講談社，1991年，p.439.2

 M・ランドル、「市民的抵抗」 、新教出版社、2003年3

 アンジー・ゼルター、「非暴力直接行動が世界を変える」、南方新社、2024年4
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５　佐賀オスプレイ基地建設阻止行動での実践 
５.1 経過 

1990年3月:「佐賀空港建設に関する公害防止
協定」（佐賀県と８漁協）の覚書付属資料
の中で「自衛隊との共用はしない」と明記 

1998年7月:佐賀空港開港 
2014年7月:防衛省が佐賀県に対して佐賀空港

への自衛隊オスプレイ配備等を要請 
2015年1月:佐賀県知事に山口祥義(よしのり)

氏 
2018年8月:山口知事が配備計画を受け入れ 
11月:有明海漁協が公害防止協定の見直しを受

け入れ 
2023年2月:佐賀市長が防衛省からの要請を受

け入れる 
5月:地権者でつくる南川副管理運営協議会が臨

かわそえ

時総会を開催し、土地売却を決定 

6月:防衛省が佐賀駐屯地建設工事を着工、 
住民・市民が自発的な阻止直接行動 

8月:地権者4人がオスプレイ裁判・仮処分を申
し立て 

12月:排水対策施設工事のため県が防衛省に県
有地を無償貸与 

2024年1月:排水対策施設工事が本格化、県有
地の土砂を無償提供 

2月:県民72人が佐賀県に対し、県有地・土砂
の無償提供の問題を住民監査請求 

3月:オスプレイ裁判・仮処分が却下、地権者4
人がオスプレイ裁判本訴を提訴 

4月:住民監査請求が棄却 
5月:県民40人が知事に対し、県有地・土砂無
償提供の問題で住民訴訟を提訴 

7月:245人の原告が市民原告訴訟を提訴、地
権者4人の裁判と併合 
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地権者の提訴も無視して工事は続行される。工事現場に向かうダンプ。2024年
5月17日17時 
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右：田んぼだった所が軍事基地に　 
 

左:「明日の戦争
を運ぶ」 
( 加工画像 ) 

これを目撃すれ
ば、そしてその意
味を洞察できるな
らば、「体を張っ
てでも止めた
い」と思うのが自
然では？ 
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訴訟が進行する一方で、現場の抗
議・阻止行動は「封印」された。 

5.2 直接行動の再開と展開 
2024/1/9 有志で、佐賀県公安委

員会に対し県警が違法な工事を
取り締まるよう「苦情申し出」
を実施（警察法79条1項） 

1/19 同有志、阻止行動予告の記者
会見。地元紙が報道 

1/25 行動開始に際して佐賀県警本
部長に手紙を届ける 

1/27 工事ゲートでのダンプ阻止行
動開始-「私人による法の執
行」。同日、「オスプレイス
トップ！9条実施アクション 
佐賀」結成 

以後11月まで、月1～2回の阻止行
動を実施 
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上：工事開始当日の昨年6月12日、田園風景
が広がっている。 

右：今年8月19日の阻止行動。隊舎の骨組み
が見える。 
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8月19日の様子 

１０月２８日、「民衆の歌」を歌う 
佐賀県公安委員会に11月13日に提出した二度目の「苦
情申し出」から引用: 

 ・・周辺住民の自治会長が「シェルター」を建設容認の条件と
したように、軍事緊張を一層高めることに寄与しています。 
今一度、警察法三十八条が貴委員会の「任務」として定める「個
人の権利と自由を保護」を再認識していただくことを要望しま
す。現状は、個人の憲法的権利である「平和的生存権」がます
ます危うくなりつつある状況であり、貴委員会の責任は重大で
す。・・・ 
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　　　　　（チラシの下半分の著名人の賛同メッセージ） 
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５.3 直接行動の原則 
非暴力と「説明責任」。参加者に「非暴力と
安全のための誓約書」への署名を求める。 

５.4 直接行動の効果・意義 
（a）例えわずかとはいえ、工事を遅らせる
など、実際の効果がある。 
（b）この現実の効果は参加者に手応えと満
足感をもたらし、参加者のエンパワーメント
（自信）につながる。 
（c）参加者全員が当事者に、「主人公」に
なれる。 
（d）リスクを取った覚悟ある行動というの
は、一般市民に対して言葉以上の「説得力」
を持つ。またメディア露出が得られやすい。
（行為によるプロパガンダ。前出のM・ランド
ル、p.134） 
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５.5　直接行動の必要
性について  5

 資本・メディア・政府
権力の支配のトライア
ングル（右の図）から
の脱却し、民主主義再
生に不可欠。 

 社会の重要問題をメ
ディアに「強制的に」
取り上げさせることで
可視化させる効果。 

佐賀オスプレイ基地阻止行動に関しては、ダンプによる土砂搬入はすでに完了し、日中の車両の出入りも少な
い。工事ゲート封鎖の実効性が低下し、手詰まり感がある。新たな方策が必要か。 

 豊島耕一「『ガラパゴス』状態の日本のデモが暴政継続を許す」,『反戦情報』2021年2月15日号～同4月15日号参照5
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５.6 非暴力直接行動のリスク、デメリット 
逮捕のリスク：西欧と違って日本は長期に勾留される
場合が多いので、普通の生活者には受け入れられな
い。しかし定年退職者の層にはこのリスクに耐えられ
る条件を持つ人も多いのではないか。一方、英国では
市民運動で逮捕された場合の勾留は短く一晩ほど。多
数の逮捕者を出し、留置場や裁判所を飽和させる作戦
の成果と思われる（右の写真）。 

（筆者の経験）2007年に英国
の核ミサイル原潜の「ファス
レーン」基地の封鎖行動では、
私も含む日本チームの5名が逮
捕・勾留されたが、一晩で釈
放。右は一緒に逮捕された長
崎の被爆者の方からの、翌年
の年賀状。 
この封鎖行動の7分半
の動画 
https://youtu.be/86OhYx3XjV8 
詳細は岩波『世界』2008年1月号参照。
次に転載　http://ad9.org/f365j/
publish/sekai0801.html 
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　http://ad9.org/pegasus/peace/tp2000/handbook/tdihb0.html

「トライデント・プラウシェアズ　ハンドブック」
日本語版　４章76ページ

手続きと新しい友達とを待つ　2000年2月14日

https://youtu.be/86OhYx3XjV8
http://ad9.org/pegasus/peace/tp2000/handbook/tdihb0.html


腐敗した司法とメディアの下では、市民が逮捕を恐れる限り権力は市民を恐れない。その恐れか
ら市民が解放されて初めて、権力は市民を恐れ、民主主義が始まる。そこから、いま恐ろしいス
ピードで進む「新しい戦前」を押しとどめる力が生まれるのではないか。 
＊数日前の韓国での事件では、民主主義のために命のリスクも厭わない韓国市民と、逮捕のリス
クにさえ怯む日本の市民運動との対比を見せられたのではないでしょうか。 

6 憲法９条をめぐって 
斎藤文男・九大名誉教授（故人）の久留米での憲法講演（2010年5月3日） 
護憲派は”条文改憲”だけに目を奪われていないかと警告。 
「六法全書の中に”９条のインクの染み”が残っていればいいのか？」 

　　→録音 https://dai.ly/x8yr5ik?start=1800 
 録音（スライド付き）は次から視聴可能。（ジャンプ可能な目次付き） 
 https://pegasus1.blog.ss-blog.jp/2024-05-20 

「9条を護る」　から、私人（市民）による法の執行としての「9条実施」、 
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https://pegasus1.blog.ss-blog.jp/2024-05-20


腐敗した司法とメディアの下では、市民が逮捕を恐れる限り権力は市民を恐れない。その恐れか
ら市民が解放されて初めて、権力は市民を恐れ、民主主義が始まる。そこから、いま恐ろしいス
ピードで進む「新しい戦前」を押しとどめる力が生まれるのではないか。 
＊数日前の韓国での事件では、民主主義のために命のリスクも厭わない韓国市民と、逮捕のリス
クにさえ怯む日本の市民運動との対比を見せられたのではないでしょうか。 

6 憲法９条をめぐって 
斎藤文男・九大名誉教授（故人）の久留米での憲法講演（2010年5月3日） 
護憲派は”条文改憲”だけに目を奪われていないかと警告。 
「六法全書の中に”９条のインクの染み”が残っていればいいのか？」 

　　→録音 https://dai.ly/x8yr5ik?start=1800 
 録音（スライド付き）は次から視聴可能。（ジャンプ可能な目次付き） 
 https://pegasus1.blog.ss-blog.jp/2024-05-20 

「9条を護る」　から、私人（市民）による法の執行としての「9条実施」、 

　さらに　九条の逆襲　へ
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Ｂ　理論面から 
１）一国が他国から侵略される確率と、その逆は、「場合の数の確率」としては等しい 。 1

２）軍備による／軍備によらない安全保障との「公平な比較」（次の図）と、その時間発展の
考察（次ページの図） 

 「日本の科学者」2005年1月号の「読者の広場」, http://ad9.org/pegasus/docs/nagasaki/symmetry-kant.pdf1
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３）軍備撤廃のデメリットを補う、ジーン・シャープの「市民力による防衛」 
４）ジュネーブ諸条約追加議定書に基づく無防備地域宣言 
５）文民統制下の軍は、政治権力が好戦化した時にスイッチを切る「安全装置」はない。常に
平和主義の政府が維持されると考えるのは、あまりにも空想的 
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